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Chapter01：虐待の種類

虐待の種類

虐待の種類は①身体的虐待、②性的虐待、③心理的虐待、④放棄・放置、⑤経済的虐待の５つがある。
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内容 具体例

身
体
的
虐
待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛み
を与えること、身体を縛りつけたり、過剰
な投薬によって身体の動きを抑制すること。

平手打ちする／殴る／蹴る／壁に叩きつける／つ
ねる／無理矢理食べ物や飲み物を口に入れる／や
けど・打撲させる／身体拘束（柱やイスやベッド
に縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬に
よって動きを抑制する、ミトンやつなぎ服を着せ
る、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡
眠薬を服用させるなど）

性

的
虐

待

性的な行為やそれを強要すること（表面上
は同意しているように見えても、本心から
の同意かどうかを見極める必要がある）
※

性交／性器への接触／性的行為を強要する／裸に
する／キスする／本人の前でわいせつな言葉を発
する、または会話する／わいせつな映像を見せる
／更衣やトイレ等の場面をのぞいたり映像や画像
を撮影する

心

理
的

虐

待

脅し、侮辱などの言葉や態
度、無視、嫌がらせなどによって精神的に
苦痛を与えること。

バカ、アホなど侮辱する言葉を浴びせる／怒鳴る
／ののしる／悪口を言う／仲間に入れない／子ど
も扱いする／人格をおとしめるような扱いをする
／話しかけているのに意図的に無視する

ネ
グ
レ
ク
ト

食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介
助をしない、必要な福祉サービスや医療や
教育を受けさせない等によって、生活環境
や身体・精神的状態を悪化または不当に保
持しないこと。

食事や水分を十分に与えない、食事の著しい偏り
によって栄養状態が悪化している／あまり入浴さ
せない／汚れた服を着させ続ける／排泄の介助を
しない／髪や爪が伸び放題／室内の掃除をしない
／ゴミを放置したままにしてある等、劣悪な住環
境の中で生活させる／病気やけがをしても受診さ
せない／学校に行かせない／必要な福祉サービス
を受けさせない、制限する／同居人による身体的
虐待や心理的虐待を放置する

経

済
的

虐

待

本人の同意なしに（あるいはだます等し
て）財産や年金、賃金を使ったり勝手に運
用し、
本人が希望する金銭の使用を理由なく制限
すること

年金や賃金を渡さない／本人の同意なしに財産や
預貯金を処分、運用する／日常生活に必要な金銭
を渡さない、使わせない／本人の同意なしに年金
等を管理して渡さない

※R６年度法改正により「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等が
サービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供 体制の
確保に努めるべき」ことが運営基準に追加された
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虐待を発見した時の報告フロー
（市町村ルートと社内ルート）



Chapter02：虐待を発見した時の報告フロー

障害者虐待の通報先は？

通報先は、全て市町村です。ただし、使用者による障害者虐待の場合は、市町村とともに都道府県も

通報先になります。障害者福祉施設の設置者や障害福祉サービス事業等を行う者には、障害者虐待を

防止するための責務が定められています。

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待防止対応フロー

①何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者

虐待の早期発見の努力義務規定を置く。

②虐待を受けたと思われる障害者を発見した者の速やかな通報義務（虐待の疑いの段階で通報義務が

ある）。

③虐待が起きた場合の通報先など具体的スキームを定める（上記図）。

④事業所等の設置者に障害者虐待防止の措置を義務付ける。
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【報告フロー】法律では、虐待を受けた疑いがある障害者を発見した人に通報する義務を定めています

虐
待
発
見

市区町村 都道府県
報告

虐待防止
マネジャー

虐待防止
委員会

報告

通報

報告
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Chapter03：虐待防止委員会の構成および役割の明確化

障害者虐待防止委員会とは

虐待防止委員会は、令和4年度から設置が義務づけられました。虐待の防止、早期発見、虐待を受けた

障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援等を行うという「虐待防止法」の掲げる障害者

の権利擁護を推進するためにも、未設置の場合にはできるだけ早期の対応が必要です。

障害者虐待防止委員会について

虐待防止委員会には、「虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止対策の検討等」が求められます。

■具体的には、以下の内容です（19頁にも虐待防止委員会についての記載あり）

1.虐待防止のための計画づくり(虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画、指針の作成)

2.虐待防止のチェックとモニタリング(虐待が起こりやすい職場環境の確認等)

3.虐待発生後の検証と再発防止策検討(虐待やその疑いが生じた場合、事案検証し、再発防止策を検討、実行)

虐待防止委員会は、定期的に開催することとされていますので、事実上、年1回以上の開催が必要です。また、虐

待防止委員会での検討結果は、従業者へ周知しなければなりません。 身体拘束の適正化についての取り組みも義

務化されたのですが、別に委員会を設置せず、虐待防止委員会で取り組むことも認められていますので、虐待防

止委員会の役割の中に含めて、併せて対応すると良いでしょう。

虐待委員会設置に関しては、小規模な事業所にも過重な負担とならないように配慮されています。具体的には、

「事業所単位ではなく、法人単位での設置も可能」「管理者や虐待防止責任者が参画していれば最低人数は問わ

ない」というものです。

■行政への届出が必要

虐待防止委員会の設置については、「運営規程」や「重要事項説明書」へ記載します。運営規程の変更により、

指定権者への変更届の提出が必要になります。虐待防止委員会を法人設置などで設置規程を別途定めた場合には、

変更届に添付するのが望ましいと思います。

■まとめ

虐待防止委員会は、令和4年度から設置が義務づけられました。虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対

する保護や自立の支援、養護者に対する支援等を行うという「虐待防止法」の掲げる障害者の権利擁護を推進す

るためにも、未設置の場合にはできるだけ早期の対応が必要です。
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Chapter04：虐待防止のための指針

基本的考え方

障害のある利用者の人権を尊重し、適切な事業所運営を進めていくために、差別や虐待の防止に向け

た取り組みや虐待を発見した場合の報告方法等に関して、本指針のとおり示すものです。

虐待防止のための指針

虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

①当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会 （テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

②当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

③前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと」

障害者虐待とは ⇒4頁参照

事業所における考え方

a. 虐待の禁止・当事業所は、職員による虐待を禁止します。

b. 虐待発見時の通報 ・利用者本人及び養護者、職員等からの虐待の通報があるときは、「虐待対応マニュア

ル」に基づき、対応します。

・職員は、虐待を発見した際は虐待防止担当者に通報するともに、支給決定市区町村に通報します。通報は匿名で

行うこともできます。

・虐待を発見した職員が通報をためらう場合は、通報を受けた虐待防止担当者が支給決定市区町村に通報します。

・虐待防止担当者が不在時に虐待を発見した職員が通報をためらう場合は、通報を受けた虐待防止責任者が支給

決定市区町村に通報します。

・通報を行った職員に対し、不利益が発生しないよう保護します。
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虐待のとらえ方

■養護者・職員の「虐待をしていない」という「自覚」は問わない 利用者に対し「指導」「しつけ」という言葉を

使って強制力のある言動や、「スキン シップ」という言葉で不適切な関わりをしている職員の多くは虐待をして

いる自覚がありません。本人に自覚がないからといって、その行為が正当化され、責任をのがれることはありませ

ん。

他の職員や第三者がみて、障害者虐待の具体例に当てはまる行為を職員が行っていれば通報の対象となります。

■利用者本人の「自覚」は問わない 虐待を受けているということがわからない利用者もいます。職員の「指導」

「しつけ」「わるふざけ」により障害者虐待の具体例に当てはまる行為で利用者の人権が侵害されている場合も通

報の対象となります。
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Chapter05：虐待研修の内容

障害者虐待研修マニュアル

この冊子の厚生労働省内URL https://www.mhlw.go.jp/content/000686501.pdf
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Chapter06：虐待防止チェックリスト

虐待防止チェックリスト
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虐待防止チェックリスト
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虐待防止チェックリスト
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児童虐待の定義

40

身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、 投げ落とす、 激しく揺さぶる、 やけどを負わせる、 溺 れさせる、首を絞め
る、 縄などにより一室に拘束する など

性的虐待
子どもへの性的行為、 性的行為を見せる、 性器を触る又は触らせる、ポル ノグラフィの被写
体にする など

ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、 自動車の中に放置 する、重い病気に
なっても病院に連れて行かない など

心理的虐待
言葉による脅し、 無視、 きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で 家族に対して暴
力をふるう (ドメスティック・バイオレンス:DV)、 き ょうだいに虐待行為を行う など

児童虐待は以下のように4種類に分類されます。

「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会
的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
障害者虐待とは、次の3つをいう。
①養護者による障害者虐待
②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
③使用者による障害者虐待

障害者虐待の類型は、次の5つ 具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。

身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正
当な理由なく障害者の身体を拘束すること

性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせるこ
と

ネグレクト
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による 1 34の行為と
同様の行為の放置等

心理的虐待
障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理
的外傷を与える言動を行うこと

経済的虐待 障害者から不当に財産上の利益を得ること

障害者虐待の定義
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